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１ 第２３回柔道整復師国家試験の実施 

  柔道整復師法第１３条の３の規定に基づく指定試験機関として同法第１０条の

試験事務を次のとおり行った。 

（１）試験実施日  平成２７年３月１日（日） 

（２）試 験 地  北海道、宮城県、東京都、石川県、愛知県、大阪府 

          広島県、香川県、福岡県及び沖縄県 

（３）試 験 結 果 

区 分  出願者数（名）  受験者数（名）  合格者数（名）  合格率（％） 

総 数  ７，５３０  ６，８５８  ４，５０３   ６５．７ 

    

２ 柔道整復師の免許登録事務の実施 

  柔道整復師法第８条の２の規定に基づく指定登録機関として同法第６条の登録

事務及び免許証の交付等の事務を次のとおり行った。 

区 分 
新規免許 

交  付 

名簿訂正 

書換交付 

免 許 

再交付 

登録 

消除 

合格証明

書 交 付 

英訳免許 

証明書交付 

免許 

取消 

取扱件数 ５，２０６ ５３０ ２１９ １６ １ ６ ０ 

 

３ 認定実技審査の実施 

（１）認定実技審査説明会の開催 

   認定実技審査制度の説明会を開催した。 

① 開催月日   平成２６年７月２４日（木）１３時～１５時 

② 開催場所   学校法人花田学園 日本柔道整復専門学校 

③ 参 加 者   ２９校 ３０名  本年度新設校の参加は無かった。 

（２）認定実技審査員の派遣 

   各柔道整復師養成施設の柔道整復実技及び柔道実技の教育水準向上と充実を

図ることを目的に、柔道整復師養成施設指導要領（平成１６年３月３１日医政

発第０３３１０１７号）に基づき認定実技審査員を派遣した。 

① 実技審査日  平成２６年１１月 ２日（日）、１１月 ９日（日） 

                 １１月１６日（日）、１１月２３日（日） 

② 受 審 者 数  ９１校  ５，３４４名 

 



③ 派遣審査人員 

項   目 派遣審査員延べ数（実数） 

柔道整復実技 ３３６名 （２６２名） 

柔 道 実 技  １９８名 （ ９０名） 

再  審  査 ８４名 （ ５７名） 

計 ５３４名 （３５２名） 

     ④ 認定実技審査質確保のためのアンケート調査を実施 

     ・受審者へ受審状況に関するアンケートを行った。 

     ・養成施設へ派遣審査員の審査状況に関するアンケートを行った。 

・派遣審査員へ養成施設の審査環境に関するアンケートを行った。 

      

４ 柔道整復師卒後臨床研修の実施 

  柔道整復師として、医学や医療の急速な進歩発展に対応するため、卒後の一定期

間に外来施術に対応できる治療技術の修得、幅広い知識と高度な技術の修得等、資

質の向上、良質でより高度な医療を望む国民の意向に沿わなければならない。 

卒後臨床研修制度報告書（平成１３年度）をもとに、現状で実施可能な形での柔

道整復師卒後臨床研修要領を定め、平成１７年４月から開始した。 

平成２６年度の医療人研修講座は５２２名が受講した。 

（１）認定卒後臨床研修指導柔道整復師の認定 

     開催月日 平成２６年６月１５日（日） 

     開催場所 学校法人関西医療学園 関西医療学園専門学校 

     認定者数 ５名 

 （２）卒後臨床研修修了者の氏名をホームページに公表した。 

（掲載者数：累計 １，０２３名） 

 （３）卒後臨床研修の質確保のために修了者に対するアンケート調査を行った。 

（４）卒後臨床研修指導者のための技術講習会の開催 

 平成２６年度 

開 催 月 日 開催会場 受講者数   開 催 場 所 

7月 27日(日)  北海道 ４４名 北海道柔道整復専門学校 

 8月 10日(日) 九 州 ４３名 福岡医療専門学校 

8月 24日(日) 東 海 ４９名 愛知県柔道整復師会 

11月 2日(日)  東 京 ５２名 東京都柔道整復師会 

      計  ４会場 １８８名  

 



   （５）卒後臨床研修指導者講習会（ワークショップ）の開催 

      開催日時  ８月２３日（土）・２４日（日） 

      開催場所  ホテルサンルート有明 

      受講者数  ４５名 

 

（会議関係） 

  １ 理 事 会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２回 

  ２ 評 議 員 会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２回 

  ３ 常務理事会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３回 

  ４ 認定実技審査委員会 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ３回 

  ５ 認定実技審査要領編集小委員会 ・・・・・・・・・・・ ５回 

  ６ 卒後臨床研修委員会 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ２回 

  ７ 卒後臨床研修全国実施委員会 ・・・・・・・・・・・・ ２回 

８ 試験委員会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０回 

  ９ 試験総括者連絡会議 ・・・・・・・・・・・・・・・・ １回 

 １０ 国家試験改善検討準備委員会 ・・・・・・・・・・・・ ２回  

  



平成２６年度事業報告の附属明細書 

 

 

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第３４条第３項に規定する

標記附属明細書には、事業報告の内容を補足する重要な事項はない。 

 


